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入   札   説   明   書  

 

 滋賀医科大学附属病院第４電気室無停電電源装置蓄電池更新工事に係る入札公告（建設工事）

に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるもの

とする。 

 

１ 公 告 日    平成２９年１２月８日 

 

２ 契約責任者 

  国立大学法人滋賀医科大学長 塩田 浩平 

 

３ 工事概要等 

（１）工 事 名 滋賀医科大学附属病院第４電気室無停電電源装置蓄電池更新工事 

（２）工事場所 滋賀県大津市瀬田月輪町（滋賀医科大学構内） 

（３）工事内容 別紙現場説明書及び発注図のとおり。 

（４）工  期 平成３０年３月３０日（金）まで。 

（５）本工事においては、申請書の提出、入札等を電子入札システムにおいて行う。電子入札

は、文部科学省電子入札の利用規定及び運用基準に基づき行う。なお、紙入札の申請に関

しては、承諾書（様式自由）を提出して行うものとする。 

 

４ 競争参加資格 

（１）国立大学法人滋賀医科大学契約事務取扱規則第４条及び第５条の規定に該当しない者で 

あること。 

（２）文部科学省における電気工事に係るＡ，Ｂ又はＣ等級の一般競争参加資格の認定を受け

ていること（会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき再正手続開始の申

立てがなされている者については、手続開始の決定後に一般競争参加資格の再認定を受け

ていること。）。 

（３）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再

生手続開始の申立てがなされている者（上記（２）の再認定を受けた者を除く。）でない

こと。 

（４）平成１４年度以降に元請として完成・引渡しが完了した病院、校舎、庁舎又は研究施設、

情報管理施設の 50KVA 以上の無停電電源装置の工事を施工した実績を有すること。（共同

企業体の構成員としての実績は、出資比率が２０％以上の場合のものに限る。）    

（５）次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できること。 

①２級電気工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、

「これらと同等以上の資格を有する者」とは、２級電気工事施工管理技士の資格を有す

る者又はこれらと同等以上の資格を有する者として国土交通大臣が認定した者であり、

併任可能とする。 

②監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であ 

 ること。 

（６）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、文部科学省から「建設工事

の請負契約に係る指名停止等の措置要領」（平成１８年１月２０日付け１７文科施第３４

５号 文教施設企画部長通知）（以下「指名停止措置要領」という。）に基づく指名停止

を受けていないこと。 

（７）入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと（基

準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。）。なお、
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上記の関係がある場合に、辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡をとることは、

競争加入者心得第１３第２項の規定に抵触するものではないことに留意すること。 

①資本関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は

再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

（イ）親会社と子会社の関係にある場合 

（ロ）親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 

②人的関係 

次のいずれかに該当する二者の場合。ただし(イ)については、会社の一方が更生会社又

は再生手続が存続中の会社である場合は除く。 

（イ）一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 

（ロ）一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合 

③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

その他上記①又は②と同視し得る資本関係又は人的関係が有ると認められる場合。 

（８）京都府・大阪府・兵庫県・滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県・岐阜県に本店、支店又

は営業所が所在すること。 

（９）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとし

て、文部科学省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 

 

５ 担当部局 

〒520-2192 滋賀県大津市瀬田月輪町 

国立大学法人滋賀医科大学施設課施設企画係  

電話 077-548-2052 FAX 077-548-2047 

メールアドレス hqsisetu@belle.shiga-med.ac.jp 

 

６ 競争参加資格の確認等  

（１）本競争の参加希望者は上記４に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に

掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、国立大学法人滋賀医科大学長から競争参

加資格の有無について確認を受けなければならない。 

上記４（２）の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出 

することができる。この場合において、上記４（１）及び（３）から（９）までに掲げる 

事項を満たしているときは、開札の時において上記４（２）に掲げる事項を満たしている 

ことを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が 

競争に参加するためには、開札の時において上記４（２）に掲げる事項を満たしていなけ 

ればならない。 

なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められ

た者は、本競争に参加することができない。 

①提出期間   平成２９年１２月８日 (金 )から平成２９年１２月１８日 (月 )までの土曜

日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

（最終日のみ１２時００分まで） 

②提 出 先  上記５に同じ。 

③申請及び  申請は、電子入札システムにより行い、別紙様式１のみ添付すること。 

提出方法    ただし、発注者の承諾を得た場合は紙入札とすることができる。 

別紙様式１以外の資料については、電子入札、紙入札を問わず持参するも

のとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 

なお、資料を持参する際には、表紙として別紙様式１及び電子入札システ

ムによる申請受付票を添付すること。 

（２）資料は次に掲げるところに従い作成すること 
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なお、①の同種工事の施工実績については、平成１４年度以降かつ申請書及び資料の提

出期限の日までに、工事が完成し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。 

①施工実績・・・別紙様式２ 

上記４(４)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別紙様式２に記 

載すること。記載する同種工事の施工実績の件数は１件でよい。 

②配置予定の技術者・・・別紙様式３ 

上記４(５)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び申請時に

おける他工事の従事状況等を別紙様式３に記載すること。なお、配置予定の技術者とし

て複数の候補技術者の資格及び申請時における他工事従事状況等を記載することもでき

る。 

また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の

工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、

入札してはならず、申請書を提出したものは、直ちに当該申請書の取り下げを行うこと。

他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわ

らず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。 

③契約書等の写し 

①において記載する施工実績に係る工事内容が判断できる、ＣＯＲＩＮＳ（財団法人日

本建築情報総合センターの｢工事実績情報サービス｣）又は契約書等の写しを提出するこ

と。ただし、ＣＯＲＩＮＳのみでは記載内容の全てを確認できない場合は、当該工事の

特記仕様書、図面等の写しを添付すること。 

（３）競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結

果は平成２９年１２月２７日(水)までに電子入札システム（紙により申請した場合は、紙）

により通知する。 

（４）その他 

①申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

②契約責任者は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断

で使用しない。 

③提出された申請書及び資料は、返却しない。 

④提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

⑤申請書及び資料に関する問い合わせ先  上記５に同じ。 

 

７ 競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明  

（１）競争参加資格がないと認められた者は、国立大学法人滋賀医科大学長に対して競争参加

資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 

①提出期限   平成３０年１月１０日（水）１７時００分 

②提 出 先   上記５に同じ。 

③提出方法   書面は持参することにより提出するものとし、郵送又は電送（ファクシ

ミリ）によるものは受け付けない。 

（２）国立大学法人滋賀医科大学長は、説明を求められたときは、平成３０年１月１７日（水）

までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 

 

８ 入札説明書等に対する質問  

（１）この入札説明書及び設計図書等に対する質問がある場合においては、次により提出し、

回答は必ず閲覧することとする。   

①提出期間   平成２９年１２月８日（金）から平成２９年１２月２１日（木）まで。 

上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時 

００分まで。（最終日のみ１２時００分まで） 

②提 出 先   上記５に同じ。 
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③提出方法   書面（任意の様式に社印、代表者印を押印したもの）は持参により提出

するものとする。 

（２）（１）の質問に対する回答書は、平成２９年１２月２７日（水）から、次のとおり滋賀

医科大学ホームページより閲覧に供する。 

（滋賀医科大学トップページ＞企業・研究者の方＞工事入札情報） 

 

９ 入札及び開札の日時及び場所  

（１）入札の締切日時は以下の通りとする。 

締切日時：平成３０年１月１０日（水）１２時００分 

電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、

上記５に持参すること。なお、郵送又は電送（ファクシミリ）による提出は

認めない。 

（２）開札日時：平成３０年１月１１日（木）１１時００分 

（３）開札場所：滋賀医科大学中会議室（管理棟２階） 

 

10 入札方法等 

（１）入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、

上記５に持参すること。なお、郵送又は電送（ファクシミリ）による入札は認めない。 

（２）落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の８に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた

金額）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事

業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書

に記載すること。 

（３）入札執行回数は、原則として２回を限度とする。 

 

11 開札 

開札は、電子入札システムにより行う。なお、再度入札を行う場合があるので、開札日時

以降、何らかの結果（落札、保留等）が出るまでは、電子入札システムを起動させておくこ

と。紙による入札参加者は、開札時に立ち会うこと。入札参加者が開札に立ち会わない場合

においては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。 

紙による入札参加者が 1 回目の開札に立ち会わない場合でも、当該紙による入札参加者の

入札は有効として取り扱われるが、再度入札を行うこととなった場合には、当該紙による入

札参加者は、再度入札を辞退したものとして取り扱う。 

 

12 入札保証金及び契約保証金  

（ １ ） 入札保証金 免除。 

（ ２ ） 契約保証金 免除。 

 

13 工事費内訳書の提出  

（１）第１回の入札に際し、第１回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書の 

提出を求める。工事費内訳書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者 

の承諾を得た場合は、上記５に持参すること。なお、郵送又は電送（ファクシミリ）によ 

るものは受付ない。 

（２）工事費内訳書について、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにするととも

に発注者名及び発注案件名を記載すること。また、工事費内訳書には、商号又は名称並び

に住所を記載するとともに、押印すること（記載内容の誤り、内容の不足及び不備等のも

のは無効とする場合がある）。 

提出については、本学から指示がある場合を除いては、ＰＤＦファイルにしたものを電  
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子入札システムにより提出すること。なお、容量が大きくなる場合はＺＩＰ形式での圧縮

ファイルで提出すること。 

（３）発注者が、提出された工事費内訳書について説明を求めることがある。また、工事費内 

訳書が、別表各項に該当する場合については競争加入者心得（電子入札用）第２１第⑤号

に該当する入札として、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。  

（４）工事費内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務 

を生じるものではない。 

 

14 入札の無効 

本公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載を

行った者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊競争加入者心得において示した条件等入

札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合

には落札決定を取り消す。 

なお、国立大学法人滋賀医科大学長により競争参加資格のあることを確認された者であっ

ても、開札の時において指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている者等開札の時にお

いて上記４に掲げる資格のない者は競争参加資格のない者に該当する。 

 

15 落札者の決定方法 

 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。落

札となるべき同価格で入札を行った者が２人以上いる時は、電子入札システムを利用した電

子くじにより落札者を決める。なお、紙による入札参加者がいる場合は別途指示することと

する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に

適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結するこ

とが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる

ときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって

入札した者を落札者とすることがある。 

 

16 配置予定監理技術者の確認  

落札者決定後、ＣＯＲＩＮＳ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認さ

れた場合には、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合で

やむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な

理由により、やむを得ず配置技術者を変更する場合は、上記４（５）に掲げる基準を満たし、

かつ当初の配置予定技術者と同等以上のものを配置しなければならない。 

 

17 契約書の作成 

別冊工事請負契約書（案）により、契約書を作成するものとする。 

 

18 支払条件 

請負代金は請求に基づき１回に支払うものとする。 

 

19 工事保険 

受注者は、工事の目的物及び工事材料について組立保険契約をするものとする。 

 

20 再苦情申立て（※参照） 

国立大学法人滋賀医科大学長からの競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある

ものは、上記７(２)の回答を受けた日の翌日から起算して７日 (土曜日、日曜日及び祝日を除

く。）以内に書面により京滋地区４国立大学法人公共工事入札監視委員会に対して、再苦情

の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、京滋地区４国立大学法人公共工
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事入札監視委員会が審議を行う。 

なお、当該書面を持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く９時００分から１７時

００分までに行うこと。また、提出場所及び再苦情申立に関する手続等を示した書類等の入

手先は、上記５に同じ。 

 

21 関連情報を入手するための照会窓口  

上記５に同じ。 

 

22 その他 

（１）手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

（２）設計図書等の入手については、本学ホームページから入手すること。 

（３）提出資料等については、提出書類等を参考にすること。 

（４）入札参加者は、下記掲載による競争加入者心得及び別冊工事請負契約書（案）を熟読し、 

競争加入者心得を遵守すること。 

（滋賀医科大学トップページ＞企業・研究者の方＞工事入札情報） 

（５）申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停 

止を行うことがある。 

（６）落札者は、６(２)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。 

（７）入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。 

 

 

 

 

 

※ 「 京滋地区４国立大学法人公共工事入札監視委員会」について 

平 成 ２ ６ 年 度 よ り 、 京 都 工 芸 繊 維 大 学 、 京 都 教 育 大 学 、 滋 賀 大 学 及 び 本 学 の

４ 国 立 大 学 法 人 が 連 携 し 、 本 委 員 会 を 設 置 す る こ と と な り ま し た 。  

  こ れ に 伴 い 、 文 部 科 学 省 に 対 し 行 っ て い た 再 苦 情 の 申 立 て は 、 当 委 員 会 が 受

付 け る こ と と な り ま す 。  
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別 表  

 

 １．未提出であると認められ 

 る場合（未提出であると同   

 視できる場合を含む。） 

(1)内訳書の全部又は一部が提出されていない場合 

(2)内訳書とは無関係な書類である場合 

(3)他の工事の内訳書である場合 

(4)白紙である場合 

(5)内訳書に押印が欠けている場合 

(6)内訳書が特定できない場合 

(7)本学指定様式（所定様式又は準じた様式）を使用してい

ない場合 
 ２．記載すべき事項が欠けて 

  いる場合 
(1)内訳書の記載が全くない場合 

(2)入札説明書に指示された項目を満たしていない場合 

 ３．添付すべきではない書類  

  が添付されていた場合 
(1)他の工事の内訳書が添付されていた場合 

 ４．記載すべき事項に誤りが  

  ある場合 
(1)発注者名に誤りがある場合 

(2)発注案件名に誤りがある場合 

(3)提出業者名に誤りがある場合 

(4)内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合 

 ５．その他未提出又は不備がある場合 

 


